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i;報 il北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
二
O
O
三
年
九
月
五
日
(
金
)
午
前
一

O
時
よ
り

「
欧
州
委
員
会
が
発
表
し
た
よ
り
統
一
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
関

す
る
行
動
計
画
と

C
邑
。
ほ
か
編
著
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
理
に

つ
い
て
」

報

告

者

光

(
大
阪
工
業
大
学
知
的
財
産
学
部
教
授
)

角

田

出
席
者

O 
名

本
報
告
の
内
容
は
、
本
号
の
講
演
参
照
。

O
二
O
O
三
年
一
二
月
四
日
(
木
)
午
後
二
時
半
よ
り

「
わ
い
せ
つ
罪
に
つ
い
て
」

報
告
者

出
席
者

小
名
木

明
O 
名

1
.
は
じ
め
に

隆

2
.
女
性
の
犯
罪
被
害

統
計
数
値
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
も
犯
罪
の
被
害

に
遭
い
や
す
い
と
い
え
る
。
刑
法
犯
の
被
害
者
数
で
は
、
男
性
が
女
性
の

約
二
倍
も
犯
罪
の
被
害
に
遭
っ
て
お
り
、
ま
た
、
人
口
一

O
万
人
あ
た
り

の
被
害
発
生
率
の
数
値
に
も
そ
の
こ
と
は
当
て
は
ま
る
。
た
だ
、
性
犯
罪

に
関
し
て
は
、
明
ら
か
に
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
被
害
に
遭
い
や
す
い
。

強
姦
罪
は
元
々
、
女
性
だ
け
が
被
害
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

男
性
の
被
害
者
は
存
在
し
な
い
が
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
男
女
と
も
被
害

者
に
な
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
如
何

に
女
性
が
わ
い
せ
つ
罪
の
被
害
に
遭
い
や
す
い
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

3
.
わ
い
せ
つ
罪
の
本
質

一
般
に
わ
い
せ
つ
罪
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
当
該
犯
罪
行
為
に 宏
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報

よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
法
益
の
違
い
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
公
然
猿
裂

罪
や
狼
裂
物
位
一
寸
販
布
罪
は
、
特
定
個
人
の
法
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な

く
、
社
会
の
健
全
な
性
風
俗
、
性
道
徳
が
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
強
制
狼
裂
罪
や
強
姦
罪
は
、
個
人
の
性
的

自
由
、
性
的
自
己
決
定
権
が
保
護
法
益
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

公
然
狼
裂
罪
や
猿
察
物
等
販
布
罪
は
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
の

に
対
し
、
強
制
狼
豪
罪
や
強
姦
罪
は
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
同
意
の
有
無
を
強
調
す
る
従
来
の
見
解
を
批
判
し
な

が
ら
、
強
制
狼
察
罪
や
強
姦
罪
を
性
的
暴
行
罪
と
し
て
再
構
成
す
る
見
解

も
み
ら
れ
る
。

雑

4
.
強
姦
罪
の
主
体

(
l
)
夫
婦
問
で
の
強
姦
罪
の
成
否

夫
婦
問
に
お
い
て
強
姦
罪
は
成
立
の
可
否
は
、
最
近
特
に
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
我
が
国
の
刑
法
の
規
定
は
、
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
の
刑
法
典
の
強
姦
罪
と
異
な
り
、
強
姦
罪
の
客
体
に
制
限
を
設
け
て

は
い
な
い
。
し
か
し
、
我
が
国
の
通
説
は
、
夫
婦
聞
の
強
姦
罪
の
成
立
を

否
定
し
て
き
た
。
婚
姻
関
係
に
入
る
こ
と
で
、
性
行
為
に
対
す
る
包
括
的

な
合
意
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
で
は
、
夫
婦
問

の
強
姦
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
考
え
方
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
む
し
ろ
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
強
姦
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
性
的

自
己
決
定
権
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
望
ま
な
い
性
交
渉
は
性
的
自
己
決
定

権
の
侵
害
で
あ
り
、
こ
れ
は
夫
婦
問
に
お
い
て
も
、
た
と
え
婚
姻
関
係
に

由
来
す
る
包
括
的
合
意
や
性
交
渉
を
要
求
す
る
権
利
を
一
定
限
度
で
認
め

る
に
し
て
も
、
性
的
自
己
決
定
権
の
侵
害
を
補
填
す
る
に
は
至
ら
な
い
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
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(
2
)
間
接
正
犯
と
共
同
正
犯
の
可
能
性

強
姦
罪
の
規
定
は
文
言
上
、
女
子
を
姦
淫
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い

る
。
姦
淫
と
は
性
交
で
あ
っ
て
、
男
性
性
器
の
女
性
性
器
へ
の
没
入
を
意

味
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
強
姦
罪
は
男
性
が
加
害
者
、
女
性
が
被
害
者

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
と
し
て
は
、
主
体
が
男

性
、
客
体
が
女
性
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
間
接
正
犯
と
共
同
正

犯
の
可
能
性
も
存
在
す
る
。

(3)
身
分
犯
と
し
て
の
強
姦
罪

強
姦
罪
は
学
説
上
広
く
に
身
分
犯
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

生
物
学
的
に
身
分
を
得
る
こ
と
が
全
く
不
可
能
な
「
男
性
と
い
う
身
分
」

が
身
分
犯
と
い
い
う
る
か
に
つ
い
て
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
、
最
決
昭
和
四
O
年
三
月
三
O
日
事
件
の
弁
護
人
上
告
趣
意
書
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
「
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取

扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
再
検
討
さ
れ
ね
ば



な
ら
な
い
。
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(
4
)
強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
強
姦
罪
の
関
係

強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
強
姦
罪
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
、
強
姦
も
強
制
わ
い
せ
つ
の
一
種
で
あ
る
が
、
実
害
の
大
き
さ
等
に

着
目
し
て
特
別
規
定
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
法
条
競
合
の
特
別
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
行
為
の
個

数
と
し
て
一
個
の
行
為
と
見
る
か
、
複
数
の
行
為
と
見
る
か
は
問
題
は
あ

る
が
、
併
合
罪
で
は
な
く
、
包
括
一
罪
と
す
る
こ
と
は
結
論
と
し
て
妥
当

で
あ
ろ
う
。
強
姦
罪
が
重
く
処
罰
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の

心
理
的
な
ダ
メ
ー
ジ
に
着
目
し
て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
望
ま
な
い
の
に
自
分
の
身
体
内
に
他
人
の
身
体
の
一
部
が
侵
入

し
て
き
た
と
い
う
嫌
悪
感
、
恥
辱
感
で
あ
る
。

(5)
誘
拐
罪
と
強
姦
罪
の
関
係

誘
拐
罪
と
強
姦
罪
の
関
係
に
つ
い
て
も
未
解
決
の
部
分
が
多
い
。
特
に

最
近
で
は
、
ワ
ゴ
ン
車
を
使
っ
た
「
投
致
」
事
件
の
増
加
が
著
し
く
、
実

務
上
の
重
要
性
も
増
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
6
)
現
行
法
で
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
行
為
類
型

強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
強
姦
罪
の
関
係
か
ら
、
一
七
七
条
で
カ
バ
ー
さ
れ
て

い
な
い
行
為
類
型
が
明
ら
か
に
な
る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
一
七
六
条
の

加
重
規
定
を
置
き
、
現
在
の
一
七
七
条
の
内
容
を
そ
こ
で
規
定
し
、
さ
ら

に
先
に
掲
げ
た
現
在
の
一
七
七
条
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
行
為
類
型
も
あ

わ
せ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

5
.
お
わ
り
に

現
行
刑
法
の
純
粋
な
解
釈
論
か
ら
刑
事
政
策
の
問
題
に
も
視
点
を
広
げ

る
と
、
ジ
ェ
ン
ダ

l
の
問
題
は
刑
事
法
の
領
域
で
も
非
常
に
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
今
後
、

D
V
や
ス
ト

l
カ
l
の
問
題
も
含
め
て
、

ジ
エ
ン
ダ
!
と
刑
事
法
の
問
題
が
更
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

〈
参
考
文
献
〉

小
名
木
明
宏
「
ジ
エ
ン
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編
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と
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の
共

同
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(
熊
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二

O
O
一一一)

一一
一

頁

北法550.229)229


